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第 ５ 回 新 株 予 約 権 第 ８ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2018年２月２日 2019年６月14日

新 株 予 約 権 の 数 5,160個　 420個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 516,000株
(新株予約権１個につき 100株)　

普通株式 42,000株
(新株予約権１個につき 100株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり250円 新株予約権と引換えに払込は要しな
い

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 10,000円
(１株当たり 100円)　

新株予約権１個当たり 13,000円
(１株当たり 130円)　

権 利 行 使 期 間 2018年２月５日から
2028年２月４日まで

2021年６月15日から
2029年６月14日まで

行 使 の 条 件 （注）

①新株予約権者は、権利行使時にお
いても、当社の取締役の地位を有
していなければならない。

②当社の普通株式が日本国内のいず
れかの金融商品取引所に上場され
ていなければならない。

③新株予約権者が死亡した場合、そ
の相続人による新株予約権の行使
は認めない。

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 5,160個
目的となる株式数 516,000株
保有者数 １名　

新株予約権の数 420個
目的となる株式数 42,000株
保有者数 1名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

監 査 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
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第 ９ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2021年３月31日

新 株 予 約 権 の 数 205個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 20,500株
(新株予約権１個につき 100株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込は要しな
い

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 35,000円
(１株当たり 350円)　

権 利 行 使 期 間 2023年４月 １日から
2031年３月31日まで

行 使 の 条 件

①新株予約権者は、権利行使時にお
いても、当社の取締役の地位を有
していなければならない。

②当社の普通株式が日本国内のいず
れかの金融商品取引所に上場され
ていなければならない。

③新株予約権者が死亡した場合、そ
の相続人による新株予約権の行使
は認めない。

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 180個
目的となる株式数 18,000株
保有者数 1名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 25個
目的となる株式数 2,500株
保有者数 1名　

監 査 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

（注）(1)新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、本新株予約権の行使期間に
おいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使するこ
とができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社の普通株式の発行等が行われた場合（払込金額が会社法第

199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。）。
(b)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されてい

ない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（但し、資本政策
目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた
場合を除く。）。
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(c)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場
合、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格とな
ったとき。

(d)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されてい
ない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された
株式評価額が行使価額を下回ったとき（但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社
の取締役会が株式評価機関と協議の上、判断するものとする。）。

(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(3)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　　　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び従業員が、会社業務の遂行における不正又は違法行為等を防止し、当社の社会

的信頼度の向上と経営の安定化を図るため、「コンプライアンス規程」その他関連社内規
程を整備の上、その周知徹底を図るとともに、随時、必要な教育や啓発を行う。

(2) コンプライアンス経営の確保を目的として、「社内通報に関する規程」を定め、外部の顧
問弁護士等を通報窓口とする内部通報制度を整備し、不正行為等の防止及び早期発見を図
る。

(3) 財務報告に係る内部統制について、社内の責任体制等を明確にし、財務報告の信頼性を確
保する。

(4) 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務
執行を監査する。

(5) 内部監査担当部門は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、監査対象部門の業務
の適法性及び定款・諸規程等の社内ルールへの準拠性を調査する。

(6) 「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶の
ための体制を整備する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会における意思決定に係る情報、代表取締役の重要な決裁に係る情報については、法
令・定款及び社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切な状態で保存・管理することと
し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「リスク管理規程」を定め、発生し得るリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生し

たリスクへの対応策等を行う。
(2) 不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置し、必要に応じて外部専門機関とともに

迅速かつ的確な対応を行い、被害・損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための
体制を整備する。
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(3) 監査役及び内部監査担当部門は、当社及び子会社におけるリスク管理体制を監査する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会と取締役及び執行役員をもって構成する経営会議を意思決定･監督機関と位置付

け設置する。経営会議は、取締役会付議事項の事前協議、取締役会決議事項の事後報告等
を行う。

(2) 取締役会及び経営会議の運営及び付議事項等を定めた「取締役会規程」及び「経営会議規
程」を制定する。

(3) 中期事業計画は経営会議、取締役会を経て策定され、それらに沿った事業戦略及び諸施策
を図る。また、社内の指揮･命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、業務分掌
及び職務権限に関する諸規程を制定する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、当社が定める「関係会社管理規程」に基づく管理基本方針において、子会社の

経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。
(2) 当社は、子会社が各社固有の事情を踏まえた実効性のある法令等遵守体制を構築できる

よう推進し、コンプライアンス上の重要事項については適宜報告を求める。
(3) 当社の監査役及び内部監査担当部門は、子会社の業務の適正性について調査する。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある

国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
(2) 当社の各部門及び子会社は、業務遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリ

ング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事
項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、及び当該従業員への指示の実効性確保
に関する事項

(1) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、適宜、専任又は兼任に
よる従業員を置くこととする。

(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の
改定に関しては、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該従業員の取締役及び
他の従業員からの独立性を確保する。
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(3) 監査役の職務を補助すべき従業員に関し、監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び他の
従業員に周知徹底する。

⑧ 当社及び子会社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の当社の監査役へ
の報告に関する体制

(1) 取締役及び執行役員は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて
監査役に、必要の都度、遅滞なく報告する。

(2) 取締役、執行役員及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合、又は監査役が当社
グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。

(3) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼす恐れのある事実を発見した場合
は、直ちに監査役に報告する。

⑨ 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

　当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたこ
とを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に
周知徹底する。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部
門において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないこ
とを証明した場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役の監査機能の向上のため、社外監査役の選任にあたっては、専門性のみならず独

立性を考慮する。
(2) 監査役は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、必要に応じ代表取締

役、会計監査人、内部監査担当部門等と情報・意見交換等を行い、緊密な連携を図る。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 「取締役会規程」に基づき、毎月１回の定期取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催
しております。取締役会では、月次決算及び業務執行に係る報告がなされており、取締役が
相互に業務執行状況の監視・監督を行っております。

② 「監査役会規程」に基づき、毎月１回の定期監査役会及び必要に応じて臨時監査役会を開催
しております。監査役会においては、監査計画の策定及びその実施状況について情報を共有
しております。監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議
への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活
動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査人及び内部監査担当と定期的に意
見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。

③ 内部監査担当は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査
を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人と
の意見交換を行っております。また、内部監査の結果については、取締役ＣＥＯへ都度報告
するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社
・主要な連結子会社の名称 Delivery International Thai Co., Ltd.

⑵ 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Delivery International Thai Co., Ltd.の決算日は６月30日であります。連結計算

書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を作成し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
は連結上必要な調整を行っております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券
・市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

ロ. 棚卸資産
・商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
・その他の棚卸資産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法を、在外連結子会社は定額法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　　　　物 　８年～18年
工具器具備品 　３年～15年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（３年～５年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産

定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上して

おります。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収

益を認識する通常の時点については、以下のとおりであります。

イ. 請負契約にかかる取引
システムの設計や開発といった履行義務を負い、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、

当該進捗度に応じ一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、開発期間がごく短い場合に
ついては顧客の検収を受けた時点で収益を認識しております。

ロ. 準委任契約にかかる取引
当社グループから提供されるコンサルティングサービスやSEサービスなどの役務提供に関し業務を

遂行する履行義務を負い、契約期間にわたり収益を認識しております。
ハ. ライセンス契約にかかる取引

ライセンス料等のサービスを提供する履行義務を負い、契約期間にわたり収益を認識しておりま
す。
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ニ. 物販契約にかかる取引
他社が作成した製品を仕入れ、顧客に引き渡す履行義務を負い、製品を顧客に引き渡した時点で収

益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、子会社の決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算
調整勘定に含めております。

２. 会計方針の変更に関する注記
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定め
る経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書
類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適
用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結計算書
類となっております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 26,925千円

⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減
算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産は将来の課税所得の見積りに依存
するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産が減少又は増加し、
この結果、税金費用が増減する可能性があります。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 77,365千円

当座貸越極度額 200,000千円
借入実行残高 －
差引額 200,000千円

普通株式 4,855,300株

普通株式 692,000株

４. 連結貸借対照表に関する注記

⑵　財務制限条項
当社グループは株式会社りそな銀行と長期借入金契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制

限条項が付されており、これに抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
各連結会計年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場

合、もしくはマイナスの値となったとき。（ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く)
⑶　当座貸越契約

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま
す。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は以下のとおりであります。

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

該当事項はありません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
該当事項はありません。

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

６. 追加情報
　当社は、各部門のセールス機能、プロジェクト遂行、研究開発、人員管理及び育成の役割を明確化するこ
とを目的に、当連結会計年度の期首に組織改編と人事異動を実施しました。その結果、販管部門の人員増加
に伴う人件費等が増加し、当連結累計期間の販売費及び一般管理費が211,745千円増加しております。
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７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行等金融機

関からの借入によっております。
なお、デリバティブ取引は利用しておりません。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払

消費税等は、ほとんど２ヶ月以内に決済が到来するものであります。長期借入金は、経営安定化のため
市中金融機関より運転資金として借入れており、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなる
リスク）及び金利変動による市場リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ.　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリ
ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期
把握や軽減を図っております。

ロ.　市場リスクの管理
借入金については、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図って

おります。
ハ.　資金調達に係る流動性リスク（支払日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各事業部からの報告に基づき財務経理部が毎月資金繰計画を作成・更新するととも
に、手元流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

敷金 72,223千円 70,675千円 △1,548千円

資産計 72,223 70,675 △1,548

長期借入金(※) 29,571 29,247 △323

負債計 29,571 29,247 △323

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 3千円
出資金 1,500

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2025年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」及
び「未払消費税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから注記を省略しております。

※ 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
（注）１.　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産
敷金

時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた
現在価値によっております。

負債
長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しております。

２.　市場価格のない株式等

これらについては、市場価格がないことから、時価開示の対象としておりません。
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１年以内 １年超
5年以内

５年超
10年以内 10年超

長期借入金 17,234千円 12,337千円 － －

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 － 70,675千円 － 70,675千円
資産　計 － 70,675 － 70,675
長期借入金 － 29,247 － 29,247
負債　計 － 29,247 － 29,247

3.　借入金の連結決算日後の返済予定額

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金

時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた割
引現在価値法により算定しており、レベル２の評価に分類しております。
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デジタルトランスフォーメ
ーション事業

一時点で移転されるサービス 71,027千円
一定の期間にわたり移転されるサービス 2,669,717
顧客との契約から生じる収益 2,740,744
その他の収益 －
外部顧客への売上高 2,740,744

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 244,152千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 347,839
契約資産（期首残高） －
契約資産（期末残高） －
契約負債（期首残高） 67,882
契約負債（期末残高） 75,711

８. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に

関する注記等⑷会計方針に関する事項④重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているた
め、記載を省略しております。

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、主に、ソフトウエア開発に係る請負契約において金額の重要性が高いものについて、期末
日時点で成果の確実性が認められるが未請求のものに係る対価に対する権利であります。契約資産は顧客
による検収が終了し請求した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、主に、契約期間に応じて収益を認識するソフトウエアのライセンス料等に係る顧客からの
前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度におい
て認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、67,882千円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の

便法を適用し、記載を省略しております。
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⑴ １株当たりの純資産 230円54銭
⑵ １株当たりの当期純利益 7円30銭

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式
移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券
　・市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
・その他の棚卸資産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法
によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建　　　　物　　　　　８年～15年
　工具器具備品　　　　　４年～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（３年～５年）に基づく定額法によっております。
・商標権

定額法により、10年で償却しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま

す。
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⑷ 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識す
る通常の時点については、以下のとおりであります。

イ. 請負契約にかかる取引
　システムの設計や開発といった履行義務を負い、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該
進捗度に応じ一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、開発期間がごく短い場合については
顧客の検収を受けた時点で収益を認識しております。

ロ. 準委任契約にかかる取引
　当社から提供されるコンサルティングサービスやSEサービスなどの役務提供に関し業務を遂行する履行
義務を負い、契約期間にわたり収益を認識しております。

ハ. ライセンス契約にかかる取引
　ライセンス料等のサービスを提供する履行義務を負い、契約期間にわたり収益を認識しております。

⑸ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

２. 会計方針の変更に関する注記
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定め
る経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 35,388千円
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 72,349千円

当座貸越極度額 200,000千円
借入実行残高 －
差引額 200,000千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高 2,759千円
営業取引以外の取引高 1,328千円

普通株式 34,676株

⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　連結計算書類の連結注記表「3.会計上の見積りに関する注記　繰延税金資産の回収可能性　⑵　会計
上の見積りの内容に関する理解に資する情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており
ます。

４.　貸借対照表に関する注記

⑵　財務制限条項
当社は、株式会社りそな銀行と長期借入金契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項

が付されており、これに抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、

もしくはマイナスの値となったとき。（ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く)
⑶　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。当事業
年度の末日における当座貸越契約に係る借入未実行残高は以下のとおりであります。

５. 損益計算書に関する注記

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

７. 追加情報
　当社は、各部門のセールス機能、プロジェクト遂行、研究開発、人員管理及び育成の役割を明確化するこ
とを目的に、当事業年度の期首に組織改編と人事異動を実施しました。その結果、販管部門の人員増加に伴
う人件費等が増加し、当事業年度の販売費及び一般管理費が211,745千円増加しております。
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繰延税金資産
未払事業税 2,365千円
未払事業所税 793
貸倒引当金 9,041
未払費用 3,361
賞与引当金 21,062
関係会社株式評価損 4,033
資産除去債務 5,290
フリーレント 1,283
株式報酬費用 2,735
その他 1,086

　　小計 51,053
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △12,059
評価性引当額小計 △12,059
繰延税金資産合計 38,993
繰延税金負債

資産除去債務に対する除去費用 △3,604
繰延税金負債合計 △3,604
繰延税金資産の純額 35,388

法定実効税率 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.98
租税特別措置法上の税額控除 △12.11
住民税均等割額 1.40
過年度法人税等 0.01
評価性引当額の増減 6.03
税率変更による影響 0.10
その他 △0.71

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.32

８. 税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別内訳
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社
D e l i v e r y 
International 
Thai Co., Ltd.

直接 99.9％
所有

　

役 員 の 兼 任
資 金 の 援 助
業 務 委 託

システム運
用等に係る
業務委託
（注）１

2,759 未 払 金 227

資金の貸付
（注）２ 79,111

短期貸付金 38,180

長期貸付金 17,300
利息の受取
（注）２ 1,328 そ の 他

流 動 資 産 10

⑴ １株当たりの純資産 232円45銭
⑵ １株当たりの当期純利益 9円27銭

９. 関連当事者との取引に関する注記
⑴ 子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引金額については、市場実勢を勘案して当社が希望条件を提示し、交渉の上で決定しております。

２．Delivery International Thai Co., Ltd.にプロジェクトファイナンスとして年利3.0％の条件で当事業
年度合計11,882THB並びに運転資金として年利3.0％の条件で2025年2月に3,300千THB、2025年
7月に2,300千THBを貸し付けたものであります。なお、貸付条件については、市場実勢を勘案して
当社が希望条件を提示し、交渉の上で決定しております。

10. 収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な
事項に関する注記等⑷会計方針に関する事項④重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載してい
るため、記載を省略しております。

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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